
新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 が 掲 げ る ２ ０ ３ ５ 年 脱 炭 素 社 会 を 実 現 す る

た め 、 市 内 事 業 者 の 環 境 活 動 へ の 参 画 に よ る 地 球 温 暖 化 対 策 の 推

進 及 び 経 済 の 活 性 化 を 目 的 と し て 実 施 す る 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ

ェ ク ト （ 以 下 「 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 」 と い う 。 ） の 実 施 に つ い

て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と し 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 行 う Ｅ Ｃ

Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交 付 に 関

し て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９

号 ） の 定 め に よ る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴   事 業 者  本 市 に 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 す る 法 人 又 は 個 人  

事 業 主  

 ⑵  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト  Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 登 録 事 業 者 （ 以

下 「 登 録 事 業 者 」 と い う 。 ） に よ る 別 表 第 １ に 掲 げ る 行 動 に 対 し 、

付 与 さ れ る ポ イ ン ト を い う 。  

 （ Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 参 加 登 録 ）  

第 ３ 条  Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 趣 旨 に 賛 同 す る 事 業 者 は 、 柏 崎 市 Ｅ

Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 登 録 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 。 以 下 こ の

項 に お い て 「 申 請 書 」 と い う 。 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。

た だ し 、 本 市 が 行 う 他 の 補 助 金 等 （ 当 該 補 助 金 等 の 交 付 申 請 書 を

も っ て Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 登 録 が で き る 補 助 金 等 に 限

る 。 以 下 「 他 補 助 金 等 」 と い う 。 ） の 交 付 申 請 書 を も っ て 参 加 登

録 を 申 請 す る 事 業 者 に あ っ て は 、 申 請 書 の 提 出 を 要 し な い も の と

す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 が あ っ た と き は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ

ロ ジ ェ ク ト 参 加 登 録 証 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 交 付 対 象 行 動 等 ）  

第 ４ 条  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 対 象 行 動 及 び ポ イ ン ト 数 は 、 別 表 第 １ に

掲 げ る と お り と す る 。  



２  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト は 、 登 録 事 業 者 に よ る 前 項 の 対 象 行 動 の 取 組 実

績 に 対 し て 付 与 す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 参 加

登 録 を し た 事 業 者 に 対 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 登 録 の

ポ イ ン ト 付 与 、 環 境 経 営 シ ス テ ム の 取 得 の ポ イ ン ト 付 与 及 び 柏 崎

市 リ サ イ ク ル 協 力 店 の 認 定 の ポ イ ン ト 付 与 並 び に 当 該 事 業 者 を 新

規 登 録 者 と し て 紹 介 し た 場 合 の 他 事 業 者 へ の ポ イ ン ト 付 与 は 、 行

わ な い も の と す る 。  

４  前 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 参 加 登 録 を し た 事 業 者 が 、 登 録 後 に

他 補 助 金 等 の 交 付 を 申 請 し た 場 合 は 、 当 該 登 録 日 か ら 他 補 助 金 等

の 交 付 を 申 請 し た 日 ま で の 間 に 当 該 事 業 者 に 対 し て 付 与 さ れ た Ｅ

Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 登 録 の ポ イ ン ト 、 環 境 経 営 シ ス テ ム

の 取 得 の ポ イ ン ト 及 び 柏 崎 市 リ サ イ ク ル 協 力 店 の 認 定 の ポ イ ン ト

並 び に 当 該 事 業 者 を 新 規 登 録 者 と し て 紹 介 し た 場 合 に 他 事 業 者 に

付 与 さ れ た ポ イ ン ト は 、 全 て 失 効 す る も の と す る 。  

５  第 １ 項 の 対 象 行 動 に よ る Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 有 効 期 限 は 、 Ｅ Ｃ Ｏ

２ ポ イ ン ト を 付 与 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 付 与 さ れ た 日 の 属 す る 年

度 の ３ 年 後 の 年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

 （ Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 譲 渡 及 び 承 継 ）  

第 ５ 条  Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト は 、 登 録 事 業 者 間 に お い て 譲 渡 す る こ と が

で き る も の と し 、 譲 渡 を 行 お う と す る 登 録 事 業 者 は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ

Ｏ ２ ポ イ ン ト 譲 渡 届 出 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る も

の と す る 。  

２  前 項 の 譲 渡 に よ る Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 有 効 期 間 は 、 Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ

ン ト を 譲 渡 さ れ た 日 か ら 譲 渡 さ れ た 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で と

す る 。  

３  登 録 事 業 者 間 で 合 併 が あ っ た 場 合 は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク

ト 登 録 事 業 者 合 併 届 出 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 合 併 前 の 登 録 事 業 者 が 保 有 し て い

た Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト は 、 合 併 後 の 事 業 者 に 承 継 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 、 合 併 後 の 事 業 者 に 承 継 さ れ た Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン

ト の 有 効 期 限 は 、 合 併 前 の 登 録 事 業 者 に 対 し 承 継 の 対 象 と な っ て



い る そ れ ぞ れ の Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト が 付 与 さ れ た 際 の 有 効 期 限 を 引

き 継 ぐ も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 対 象 物 品 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 対 象 と な る 物 品 は 、 別 表 第 ２ に 掲 げ る 設 備 等 及 び 別

表 第 ３ に 掲 げ る 消 耗 品 等 （ 以 下 「 対 象 物 品 」 と い う 。 ） と す る 。  

２  対 象 物 品 は 、 市 内 に 事 業 所 を 有 す る 者 か ら 購 入 し な け れ ば な ら な

い 。  

 （ 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  登 録 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 柏 崎

市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 誓 約 書 （ 別 記 第 ５ 号

様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

⑴  購 入 す る 対 象 物 品 の 見 積 書 の 写 し  

⑵  購 入 す る 対 象 物 品 の 内 容 が 分 か る カ タ ロ グ 等 の 資 料  

⑶  市 税 完 納 証 明 書  

⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 補 助 金 を 交 付 す る 場 合 は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に 必 要 な 条 件 を 付 し て

当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 補 助 金 を 交 付 し な い 場 合 は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク

ト 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ６ － ２ 号 様 式 ） に よ り 、 当 該

申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 事 業 内 容 の 変 更 ）  

第 ９ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以

下 、 「 交 付 決 定 者 」 と い う 。 ） が 、 補 助 対 象 事 業 の 内 容 の 変 更

（ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 ） を し よ う と す る と き は 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２

プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ） に 次 に 掲

げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。  



⑴  変 更 を 証 明 す る 書 類 （ 変 更 後 の 見 積 書 ・ 製 品 カ タ ロ グ 等 ）  

⑵  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

補 助 対 象 事 業 の 変 更 が 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、 こ れ を 承 認 し 、

そ の 旨 を 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書

（ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 、 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 実 績 報 告 書 ）  

第 １ ０ 条  交 付 決 定 者 は 、 対 象 物 品 購 入 後 ３ ０ 日 以 内 又 は 当 該 年 度 の

末 日 の い ず れ か 早 い 期 日 ま で に 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助

金 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ９ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  購 入 し た 対 象 物 品 の 領 収 書 の 写 し  

⑵  購 入 し た 対 象 物 品 の 設 置 （ 納 品 ） が 確 認 で き る 写 真  

⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 確 定 通 知 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 実 績 報 告 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内

容 を 審 査 し 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 交 付 額 を 確 定 し 、 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ

２ プ ロ ジ ェ ク ト 補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 １ ０ 号 様 式 ） に

よ り 、 当 該 実 績 報 告 書 を 提 出 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 財 産 処 分 の 制 限 等 ）  

第 １ ２ 条  登 録 事 業 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 別 表 第 ２ に 掲 げ る 設

備 等 を 処 分 制 限 期 間 （ 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令

（ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） で 定 め る 期 間 ） に お い て 、 点 検

及 び 必 要 な 整 備 を す る な ど 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 す る

と と も に 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、

又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 市 内 の 公 共 施 設 等 に 寄 付

す る と き 、 又 は 市 長 が 特 に 認 め る と き は こ の 限 り で な い 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 等 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 登 録 事 業 者 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は

一 部 を 取 り 消 し 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に つ い て 交 付 さ れ て い る 補

助 金 の 返 還 を 命 ず る も の と し 、 そ の 旨 を 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク



ト 補 助 金 交 付 決 定 取 消 し 及 び 返 還 通 知 書 （ 別 記 第 １ １ 号 様 式 ） に よ

り 、 当 該 登 録 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

⑴  別 表 第 １ に 掲 げ る 対 象 行 動 及 び 対 象 物 品 の 内 容 が こ れ に 付 し た

条 件 に 適 合 し な い と 認 め ら れ る と き 。  

⑵  第 ３ 条 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ り 参 加 登 録 を し た 事 業 者 が 自 ら に

付 与 さ れ た Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 登 録 の ポ イ ン ト 、 環 境

経 営 シ ス テ ム の 取 得 の ポ イ ン ト 及 び 柏 崎 市 リ サ イ ク ル 協 力 店 の 認

定 の ポ イ ン ト に 基 づ き 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 を 受 け た

後 、 他 補 助 金 等 の 交 付 を 申 請 し た と き 、 又 は 当 該 事 業 者 を 新 規 登

録 者 と し て 紹 介 し た 場 合 に ポ イ ン ト を 付 与 さ れ た 他 事 業 者 が 当 該

ポ イ ン ト に 基 づ き 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 後 、

他 補 助 金 等 の 交 付 を 申 請 し た と き 。  

２  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 登 録 事 業 者 は 、 前 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 そ の 旨 を 書 面 に よ っ て 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら

な い 。  

 （ 外 部 委 員 会 の 設 置 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 円 滑 な 実 施 の た め 、 柏 崎

市 環 境 審 議 会 内 に 外 部 委 員 会 を 設 置 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ

ク ト 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 告 示 第 ４ ７ 号 ） の 規 定 に よ り さ れ

て い る 事 業 者 の 参 加 登 録 及 び Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 付 与 に つ い て は 、

こ の 要 綱 の 規 定 に よ り さ れ た も の と み な す 。  

 （ 失 効 ）  

３  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

補 助 金 の 申 請 に つ い て は 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 、 当 該 申



請 に 係 る 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 令 和 １ １ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間

は 、 廃 止 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 及 び 補 助 金

交 付 要 綱 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 既 に な さ れ た 手 続 及 び 提 出 さ れ た 申 請 書

等 は 、 そ れ ぞ れ こ の 要 綱 の 規 定 に よ っ て な さ れ た 手 続 又 は 提 出 さ

れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る 申 請 書 等 は 、 当 分 の 間 、 そ の ま

ま 使 用 し 、 又 は 所 要 の 修 正 を 加 え て 使 用 す る こ と が で き る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ

ク ト 実 施 要 綱 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 告 示 第 ４ ７ 号 ） の 規 定 に よ り さ れ

て い る 事 業 者 の 参 加 登 録 及 び Ｅ Ｃ Ｏ ２ ポ イ ン ト の 付 与 に つ い て は 、

こ の 要 綱 の 規 定 に よ り さ れ た も の と み な す 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る  



（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 、 柏 崎 市 燃 料 費 等 高 騰 緊 急 対 策 助 成

金 の 助 成 申 請 を 行 っ た 登 録 事 業 者 に 対 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト

の 参 加 登 録 ポ イ ン ト 付 与 に 関 す る 規 定 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 、 柏 崎 市 Ｌ Ｅ Ｄ 等 省 エ ネ 設 備 導 入 促

進 支 援 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 っ た 登 録 事 業 者 に 対 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ

ロ ジ ェ ク ト の 参 加 登 録 ポ イ ン ト 付 与 に 関 す る 規 定 は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  

附  則  

  （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ６ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 、 柏 崎 市 Ｌ Ｅ Ｄ 等 省 エ ネ 設 備 導 入 促

進 支 援 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 っ た 登 録 事 業 者 に 対 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ

ロ ジ ェ ク ト の 参 加 登 録 ポ イ ン ト 付 与 に 関 す る 規 定 は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  

  附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 要 綱 の 施 行 の 日 前 に 、 他 補 助 金 等 の 交 付 申 請 を 行 っ た 登

録 事 業 者 に 対 す る Ｅ Ｃ Ｏ ２ プ ロ ジ ェ ク ト の 参 加 登 録 ポ イ ン ト 付 与

に 関 す る 規 定 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 対象行動 該当ポイント 



ＥＣＯ２プロジェクトへの参加登録 ５，０００ポイント 

環境経営システムの取得 ５０，０００ポイント 

新規登録事業者の紹介 １事業者につき５，０００ポイント 

ＥＣＯ２セミナーへの参加 １事業者につき１，０００ポイント 

登録事業者間で共同申込した場合、 

２，０００ポイント 

柏崎市リサイクル協力店の認定 ２０，０００ポイント 

清掃活動等への参加 １，０００ポイント（これに、参加職員数に１００

を乗じたポイントを加え、合わせて１０，０００ポ

イントを上限とする。） 

ノーマイカー又はエコドライブの実践

（年２回開催） 

７，５００ポイント（これに、ノーマイカー参加職

員数に５０を乗じたポイントと、エコドライブ参加

職員数に２５を乗じたポイントを加え、合わせて３

０，０００ポイントを上限とする。）。さらに、ノ

ーマイカーに同一年度で２回連続参加の場合は、

２，５００ポイントを加える。 

エコドライブのみの参加の場合は、３，０００ポイ

ント（これに、参加職員数に２５を乗じたポイント

を加え、合わせて１０，０００ポイントを上限とす

る。）。 

緑のカーテンプロジェクトへの参加 ５，０００ポイント 

エコドライブ講習会の開催 １回の開催につき５，０００ポイント（これに、参

加職員数に１００を乗じたポイントを加え、合わせ

て２０，０００ポイントを上限とする。） 

登録事業者間で共同実施した場合、１０，０００ポ

イント（これに、参加職員数に１００を乗じたポイ

ントを加え、合わせて２０，０００ポイントを上限

とする。） 

市民節電所モニター事業（年２回） ７，０００ポイント（これに、電気については１ｋ

Ｗｈの節電につき２５を乗じたポイント、都市ガス

については１ｍ３の削減につき１００を乗じたポイ

ントを加え、合わせて５０，０００ポイントを上限

とする。）さらに、同一年度で２回連続参加の場合

は、２，５００ポイントを加える。 

環境社会検定試験（エコ検定）の取得 取得者１人につき８，０００ポイント（年度内に取

得した者に限る。） 

環境マネジメントシステムの報告 環境マネジメントシステムによる報告書５，０００

ポイント 

新潟県地球温暖化防止活動推進員とし

て認定 

１人につき５０，０００ポイント 

環境リーダー養成講座受講 １人につき８，０００ポイント 

省エネ診断等に係る説明会への参加 ３，０００ポイント 

省エネ診断受診 ９，５００ポイント 

省エネ診断後設備導入 １０，０００ポイント 

 

別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 項目 対象とする設備等 

再生可能エネルギー設備（太陽光等の

自然エネルギーを利用可能とする設

太陽光発電設備 

木質ペレットボイラー 



備） 木質ペレットストーブ 

薪ストーブ（高効率高燃焼型に限る。） 

地中熱利用設備 

省エネルギー設備等（エネルギー効率

の向上又はエネルギーの転換により二

酸化炭素の排出削減に寄与する設備） 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ 

潜熱回収型給湯設備 

燃料電池設備 

高効率空調設備 

高効率照明設備 

電気自動車（改造電気自動車を含む。） 

電動バイク 

エネルギー監視モニター 

インバータ制御付機器（照明器具を除く。） 

省エネ型オフィス機器 

省エネ家電 

雨水タンク（雨水貯留槽） 

 備考 対象設備等ごとの要件については、市長が別に定める。 

 

別 表 第 ３ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

項目 対象とする消耗品等 

環境に寄与する消耗品等 

 

 

自転車（電動アシスト付を含む。） 

市内バス回数券・定期券、ＪＲ定期券 

グリーン購入法適合調達物品等 

木質ペレット 

 樹木・苗木等 

 備考 対象消耗品等ごとの要件については、市長が別に定める。 

 


